
久喜市地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

久喜市地域子育て支援拠点事業費補助金交付要綱（平成２３年久喜市告示第４

８号）の一部を次のように改正する。 

第３条を次のように改める。 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、地域

子育て支援拠点事業の実施について（令和６年３月３０日付けこ成環第１１３

号こども家庭庁成育局長通知）の別紙地域子育て支援拠点事業実施要綱（以下

「実施要綱」という。）の規定によるものとする。 

別表を次のように改める。 

別表（第５条関係） 

運営費（１

か所当たり

年額） 

一般型 ３、４

日型 

常勤職員又は非常勤

職員を合計３名以上

配置する場合 

６，０９６，０００円 

常勤職員又は非常勤

職員を合計２名配置

する場合 

４，４９６，０００円 

５日型 常勤職員を配置する

場合 

８，７１４，０００円 

非常勤職員のみを配

置する場合 

５，５２１，０００円 

６日型 常勤職員を配置する

場合 

９，７３９，０００円 

非常勤職員のみを配

置する場合 

６，９４６，０００円 



７日型 常勤職員を配置する

場合 

１０，７７２，０００円 

非常勤職員のみを配

置する場合 

７，９７８，０００円 

加算分 実施要綱中４の

（２）の④の取組

（３、４日型） 

１，６５３，０００円 

実施要綱中４の

（２）の④の取組

（５日型） 

３，２４７，０００円 

実施要綱中４の

（２）の④の取組

（６、７日型） 

２，８４７，０００円 

小規模型指定施設 ３，１８７，０００円 

連携型 ３、４日型 ２，０７５，０００円 

５～７日型 ３，２５７，０００円 

開設準備経

費（１か所

当たり年

額） 

改修費等 

（補助申請年度中に支払われたものに

限る。） 

４，０００，０００円 

附 則 

この告示は、公布の日から施行し、改正後の久喜市地域子育て支援拠点事業費

補助金交付要綱の規定は、令和６年４月１日から適用する。 


